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               公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹  

公立大学法人神戸市看護大学細則第６号 

公立大学法人神戸市看護大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程施行細

則（2019年４月細則第11号）の一部を改正する細則 

（改正前） （改正後） 

（週休日の振替等） 

第 10条  規程第 15条及び第 16条に規定す

る細則で定める期間は，次の各号の区

分に応じ，当該各号に定める期間とす

る 

⑴ 略 

⑵ 教員（助教を除く。）  当該勤務す

ることを命ずる必要がある日を起算

日とする当該日を含む年度末日まで

の期間 

⑶ 教員（助教に限る。）  当該勤務す

ることを命ずる必要がある日を起算

日とする当該日を含む規程第６条の

２第３項第１号に規定する単位期間

の末日までの期間 

２，３ 略 

（週休日の振替等） 

第 10条  規程第 15条及び第 16条に規定す

る細則で定める期間は，次の各号の区分

に応じ，当該各号に定める期間とする 

 

⑴ 略 

⑵  教員  当該勤務することを命ずる

必要がある日を起算日とする 12週間

後の日までの期間 

 

⑶ 教員（助教に限る。）  当該勤務す

ることを命ずる必要がある日を起算

日とする当該日を含む規程第６条の

２第３項第１号に規定する単位期間

の末日までの期間 

２，３ 略 

附 則  

この細則は，公布の日から施行する。 

  


